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保
坂
展
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提
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外
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人
登
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証
常
時
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義
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と
国
連
規
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委
員
会
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勧
告
の
重
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別
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弁
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す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
五
第
二
〇
号 

平
成
十
一
年
四
月
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 



 

一
の
1
の
②
及
び
③
に
つ
い
て 

一
の
1
の
①
に
つ
い
て 

外
国
人
に
登
録
証
明
書
、
旅
券
等
身
分
事
項
を
証
す
る
書
類
の
携
帯
を
義
務
付
け
て
い
る
国
と
し
て
は
、
現
在
把
握
し
て

い
る
限
り
、
米
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー 

 
 

 
 

ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ブ
ル

ガ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
チ
リ
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
、
メ
キ
シ
コ
、
ペ 

 
 

 
 

 

ル
ー
、
中
国
、
韓
国
、
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
イ
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、

イ
ス
ラ
エ
ル
、
エ
ジ
プ
ト
及
び
ケ
ニ
ア
が
あ
る
。 

一
の
1
の
①
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
国
は
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
永
住
外
国
人
に
対
し
て
も
登
録
証
明
書
、
旅
券
等
身

分
事
項
を
証
す
る
書
類
の
携
帯
を
義
務
付
け
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
多
く
の
国
に
お
い
て
、
こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
、
そ
の

違
反
に
対
し
罰
則
を
設
け
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
米
国
に
お
い
て
は
、
移
民
法
第
二
百
六
十
四
条 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
外
国
人
登
録
証
常
時
携
帯
義
務
と
国
連
規
約
人
権
委
員
会
の
勧
告
の
重
み
に
関 

一 

 



 

一
の
2
の
①
に
つ
い
て 

ま
た
、
外
国
人
が
合
法
的
な
在
留
者
で
あ
る
か
否
か
等
を
即
時
的
に
把
握
す
る
た
め
、
外
国
人
に
一
定
の
義
務
を
課
し
、

罰
則
で
こ
れ
を
担
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
目
的
の
合
理
性
、
必
要
性
、
方
法
の
相
当
性
が
認
め
ら
れ
、

日
本
人
に
対
す
る
取
扱
い
と
の
間
に
差
異
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
差
異
に
は
合
理
的
根
拠
が
あ
り
、
市
民
的
及
び
政
治

的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
昭
和
五
十
四
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
規
約
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
違
反
す
る
も
の 

 
 

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

（
ｅ
）
に
お
い
て
、
永
住
者
に
対
し
て
、
外
国
人
登
録
受
理
証
（
永
住
者
カ
ー
ド
）
の
常
時
携
帯
義
務
を
課
し
、
そ
の
違
反

に
対
し
、
百
ド
ル
以
下
の
罰
金
若
し
く
は
三
十
日
以
下
の
禁
錮
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

不
法
入
国
者
や
不
法
残
留
者
が
多
数
存
在
す
る
等
の
今
日
的
状
況
の
中
で
は
、
外
国
人
が
合
法
的
な
在
留
者
で
あ
る
か
否

か
等
、
そ
の
居
住
関
係
及
び
身
分
関
係
を
即
時
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
登
録
証
明
書
の
常
時
携
帯
制
度
は
合
理
的
か
つ

必
要
な
も
の
で
あ
り
、
制
度
と
し
て
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
く
、
ま
た
、
こ
の
制
度
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
違
反
に
対
し
間
接
強
制
で
あ
る
罰
則
に
よ
る
担
保
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ち
な
み
に
、
一
の
1
の
②
及
び
③
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
規
約
を
締
結
し
て
い
る
多
く
の
国
に
お
い
て
、
我 

二 

 



 

一
の
2
の
④
に
つ
い
て 

一
の
2
の
②
及
び
③
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
刑
罰
規
定
を
廃
止
し
な
い
理
由
は
、
一
の
2
の
①
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
必
要
に
応 

じ
、
委
員
会
に
対
し
て
も
そ
の
旨
を
説
明
し
、
理
解
を
得
て
ま
い
り
た
い
。 

が
国
と
同
様
、
永
住
外
国
人
に
対
し
登
録
証
明
書
、
旅
券
等
身
分
事
項
を
証
す
る
書
類
の
携
帯
を
義
務
付
け
、
こ
れ
を
担
保

す
る
た
め
、
そ
の
違
反
に
対
し
罰
則
を
設
け
て
い
る
。 

規
約
第
二
十
八
条
1
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
人
権
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
我
が
国
の
第
四
回
政
府

報
告
の
検
討
を
踏
ま
え
て
千
九
百
九
十
八
年
（
平
成
十
年
）
十
一
月
五
日
に
採
択
し
た
最
終
見
解
に
つ
い
て
は
、
法
的
拘
束

力
は
な
い
も
の
の
、
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
今
後
と
も
そ
の
内
容
等
を
検
討
し
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
が
、
登
録
証
明
書
の
常
時
携
帯
義
務
違
反
に
関
す
る
政
府
の
見
解
は
一
の
2
の
①
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
様
々
な
場
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

憲
法
第
九
十
八
条
第
二
項
は
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

旨
規
定
し
て
お
り
、
規
約
は
、
当
然
に
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。 

三 

 



 

 

四 

な
お
、
平
成
四
年
四
月
十
七
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
及
び
同
年
五
月
十
九
日
の
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
「
外 

国
人
登
録
証
明
書
の
常
時
携
帯
・
提
示
義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
外
国
人
の
日
常
生
活
に
不
当
な
制

限
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
、
い
や
し
く
も
濫
用
に
わ
た
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
」
と
の
附
帯
決 

議
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
登
録
証
明
書
の
常
時
携
帯
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
こ
の
趣
旨
に
沿
い
、
例
え
ば
、
外
国
人
で
あ

る
と
い
う
理
由
だ
け
で
画
一
的
、
機
械
的
に
登
録
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
よ
う
な
運
用
は
行
わ
な

い
な
ど
、
常
識
的
か
つ
弾
力
的
な
運
用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
誠
実
に
対
処
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


